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8月は
「道路ふれあい月間」 市道の維持管理にご協力を

みんなで道路を安全・快適に

　
お
問
い
合
わ
せ
は
、道
路
管
理
課
各
担
当
へ
▼
市
道
の
維
持
管
理
・
道

路
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
＝
総
務
管
理
担
当
☎
948
６
４
７
１
▼
市
道
の
舗
装
・
維

持
補
修
な
ど
＝
工
事
担
当
☎
948
６
４
７
８
▼
道
路
占
用
お
よ
び
占
用
物
件

な
ど
＝
占
用
担
当
☎
948
６
４
７
３
▼
道
路
用
地
の
寄
付
採
納
な
ど
＝
路
政

境
界
担
当
☎
948
６
４
７
２
（
フ
ァ
ク
ス
は
共
通

934
１
８
０
５
）

　
道
路
に
は
国
道
・
県
道
・
市
道

の
ほ
か
、
農
道
や
私
道
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
市
道
か
ど
う
か
を
調
べ

る
に
は
、
市
へ
問
い
合
わ
せ
る
ほ

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
調
べ

　
市
道
の
清
掃
美
化
活
動
に
取
り

組
む
団
体（
ロ
ー
ド
サ
ポ
ー
タ
ー
・

プ
チ
サ
ポ
ー

タ
ー
）
を
募

集
し
て
い
ま

す
。
参
加
団

体
に
は
、
清

掃
用
具
支
給

　
住
宅
な
ど
の
建
築
で
道
路
後
退

が
生
じ
る
場
合
、
市
道
に
面
し
て

い
る
後
退
用
地
を
市
に
寄
付
す
る

と
、
市
が
路
面
舗
装
や
維
持
補
修

　
車
や
歩
行
者
の
安
全
を
守
る
た

め
、
夜
間
の
道
路
を
明
る
く
照
ら

す
道
路
照
明
灯
。消
え
て
い
た
り
、

昼
間
で
も
点
灯
し
て
い
た
り
す
る

道
路
照
明
灯
を
発
見
し
た
と
き

は
、
道
路
管
理
課
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
検
索
方
法
は
、
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

「
地
図
情
報
」
→
ｅ
〜
よ
ま
ち
ナ

ビ
「
市
道
路
線
情
報
地
図
」
で
確

認

な
ど
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
ロ
ー
ド
サ
ポ
ー
タ
ー
は
、

参
加
団
体
名
を
記
載
し
た
表
示
板

の
設
置
や
、
１
年
以
上
の
活
動
継

続
に
よ
り
活
動
区
間
の
市
道
に
愛

称
を
付
け
る
権
利
を
持
つ
こ
と
が

で
き
ま
す
。（
ま
つ
や
ま
マ
イ
ロ
ー

ド
）

を
行
い
ま
す
。
ま
た
寄
付
し
た
場

合
、
後
退
部
分
の
固
定
資
産
税
は

非
課
税
と
な
り
ま
す
。

　
安
全
で
快
適
な
道
路
環
境
作
り

の
た
め
、
建
築
後
退
用
地
の
市
へ

の
寄
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
電
柱
な
ど
に
設
置
し
て
い
る
照

明
は
、
ほ
と
ん
ど
が
町
内
会
・
自

治
会
な
ど
が
設
置
し
て
い
る
防
犯

灯
で
す
。
も
し
も
夜
間
に
消
え
て

い
る
な
ど
異
常
が
あ
る
場
合
は
、

お
住
ま
い
の
町
内
会
の
代
表
者
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
道
路
の
傷
み
や
陥
没
な
ど
は
、

事
故
の
原
因
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

か
ら
の
通
報
や

道
路
パ
ト
ロ
ー

ル
に
よ
り
、
路

面
の
破
損
な
ど

の
早
期
発
見
と

早
期
補
修
に
努

め
て
い
ま
す
。

　８月は「道路ふれあ
い月間」です。わたし
たちの生活に身近な存
在の道路を安全で快適
なものにするため、で
きることを考えてみま
しょう。

市
が
管
理
す
る
道
路
は
ど
こ
？

身
近
な
道
路
を
美
し
く

夜
道
を
照
ら
す
道
路
照
明
灯

道
路
に
穴
や
凸
凹
が
…

未
舗
装
道
路
は
危
険

道
路
に
商
品
や
看
板
を
置
か
な
い
で

施工前

突
き
出
し
看
板

寄付をすると…
施工後

グレーチング（網ふた）

道路パトロールカー

道路の舗装の剝がれ

専用の支柱に取り
付ける道路照明灯

まつやまマイロード
で命名された「古川
はなみずき通り」

電柱などに取り付
ける防犯灯

【
車
道
上
の
場
合
】

【
歩
道
が
あ
る
場
合
】

路
面
や
グ
レ
ー
チ
ン
グ
な

ど
に
異
常
が
あ
れ
ば
道
路

管
理
課
へ
通
報
を

看
板
設
置
な
ど
は
許
可
が

必
要

　
道
路
上
に
立
て
看
板
や
の
ぼ

り
、
商
品
を
置
く
こ
と
は
禁
止
さ

れ
て
お
り
、
突
き
出
し
看
板
・
日

よ
け
・
建
設
用
足
場
な
ど
を
設
置

す
る
場
合
に
は
、
道
路
管
理
者
の

（
占
用
）
許
可
が
必
要
で
す
。
ま

た
電
柱
や
道
路
照
明
灯
、
街
路
樹

な
ど
へ
の
看
板
設
置
も
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
設
置
で
き
る
突
き
出

し
看
板
や
日
よ
け
の
条
件
は
上
図

の
と
お
り
で
す
。

生
け
垣
の
手
入
れ
忘
れ
ず
に

　
生
け
垣
や
植
木
が
道
路
に
張
り

出
し
て
通
行
の
迷
惑
に
な
ら
な
い

よ
う
、
手
入
れ
と
管
理
を
お
願
い

し
ま
す
。

後
退
用
地
の
寄
付
に

ご
協
力
を


